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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ケース内部に区画形成された可動室と、前記可動室内に移動可能に設けられた可動部材と
、前記可動部材の移動方向前側の部分に突設されたカッター部と、前記可動室内における
前記可動部材の移動方向後ろ側に配設されるとともに作動信号の入力に伴い作動してガス
を発生するガス発生器と、一対の外部接続部を有するとともにそれら外部接続部間を連通
する形状で延設されてなる導通経路とを備えてなり、前記導通経路は、前記ケースの側壁
内において前記可動部材の移動方向に沿う形状で延設されるとともに前記一対の外部接続
部に各別に接続される一対の基部と、それら基部間を繋ぐ形状に形成されるとともに前記
可動室内において前記可動部材の移動方向前側を遮る形状に延設される被切断部とを有し
てなる導通遮断装置において、
　前記被切断部はその延設方向における中間部分に段差形状をなすように折曲げられた形
状の段差部が形成されてなり、
　前記ケースは前記段差部と係合する形状の係合部が設けられてなり、
　前記段差部と同段差部に係合する前記係合部とが二箇所に形成されてなり、
　前記カッター部は、前記被切断部における二つの前記段差部によって挟まれた部分を切
断する位置に配設されてなり、
　前記二つの段差部はそれぞれ、前記被切断部における前記挟まれた部分がそれ以外の部
分より前記移動方向後ろ側の位置になる形状に形成されてなる
ことを特徴とする導通遮断装置。
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【請求項２】
請求項１に記載の導通遮断装置において、
　前記カッター部は、その先端部分と基端部分との間の外面に、前記被切断部の延設方向
に沿う方向に突出する凸部が設けられてなる
ことを特徴とする導通遮断装置。
【請求項３】
請求項２に記載の導通遮断装置において、
　前記カッター部は、合成樹脂により、先端に向かうほど薄くなる板形状に形成されると
ともに前記凸部が一体に形成されてなり、
　前記凸部は前記基端部分から前記先端部分の手前まで直線状に延びる形状で形成されて
なる
ことを特徴とする導通遮断装置。
【請求項４】
請求項１～３のいずれか一項に記載の導通遮断装置において、
　当該装置は、車両走行用のモータと同モータに電力を供給する蓄電池との間に設けられ
て、前記蓄電池から走行用モータへの電力供給を遮断するべく作動するものである
ことを特徴とする導通遮断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カッター部による導通経路の切断を通じて電気機器間の導通を遮断する導通
遮断装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　この種の導通遮断装置としては、例えば特許文献１に記載のものが知られている。この
導通遮断装置は、電気機器間に設けられて、それら電気機器の異常時や電気機器が搭載さ
れたシステムの異常時に作動することによって電気機器間における導通を遮断する。
【０００３】
　そうした導通遮断装置の一例を図１２に示す。図１２に示すように、ケース１０１の内
部には可動室１０２が区画形成されている。この可動室１０２内には可動部材１０３が移
動可能に設けられている。可動部材１０３の移動方向（図中に白抜きの矢印で示す方向）
における前側の部分には板形状のカッター部１０４が突設されている。また、可動室１０
２内における可動部材１０３の移動方向後ろ側には、外部からの信号入力によって作動し
てガスを発生するガス発生器１０５が配設されている。
【０００４】
　各電気機器間を繋ぐ導通経路１０６は電気伝導率の高い材料（例えば銅）によって薄板
形状に形成されており、一対の基部１０７Ａ，１０７Ｂとそれら基部１０７Ａ，１０７Ｂ
間を繋ぐ被切断部１０８とを備えている。各基部１０７Ａ，１０７Ｂはそれぞれ、ケース
１０１の側壁内において上記可動部材１０３の移動方向に沿って延びる形状に形成される
とともに、ケース外に露出した外部接続部１０９Ａ，１０９Ｂ（具体的には、各電気機器
に接続される部分）に接続されている。被切断部１０８は、可動室１０２内部において可
動部材１０３の移動方向前側を遮る形状に延設されている。
【０００５】
　この導通遮断装置は次のように作動する。すなわち先ず、ガス発生器１０５に作動信号
が入力されると、同ガス発生器１０５がガスを発生する。そして、この発生したガスによ
り押圧されることによって可動部材１０３が導通経路１０６の被切断部１０８に向けて移
動するようになる。その後、可動部材１０３のカッター部１０４の突端が被切断部１０８
に衝突するとともに同被切断部１０８を破断させる。その結果、導通経路１０６が切断さ
れて外部接続部１０９Ａ，１０９Ｂ間の導通が遮断され、各電気機器間の導通が遮断され
るようになる。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－３０６９４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、上述した導通遮断装置では、その作動に際して、カッター部１０４によって
導通経路１０６の被切断部１０８（詳しくは、薄板形状の導電体）が押し切られる。その
ため、そうした導通遮断装置の作動中において、カッター部１０４による押圧によって被
切断部１０８が破断する前に、被切断部１０８が伸長することが避けられない。したがっ
て、被切断部１０８の破断後における破断端部間の距離を確保して電気機器間の導通の遮
断を確実に行うためには、そうした被切断部１０８の伸長分を考慮した上で、作動時にお
けるカッター部１０４の移動量を十分に大きく設定することが望ましい。ただし、単にカ
ッター部１０４の移動量を大きくすると、その分だけ導通遮断装置の大型化を招いてしま
うために、これが設置スペースの増加や製造コストの上昇などを招く一因になってしまう
。
【０００８】
　本発明は、このような実情に鑑みてなされたものであって、その目的は、大型化を抑え
つつ導通の遮断を好適に行うことのできる導通遮断装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　以下、上記目的を達成するための手段及びその作用効果について説明する。
　請求項１に記載の発明は、ケース内部に区画形成された可動室と、前記可動室内に移動
可能に設けられた可動部材と、前記可動部材の移動方向前側の部分に突設されたカッター
部と、前記可動室内における前記可動部材の移動方向後ろ側に配設されるとともに作動信
号の入力に伴い作動してガスを発生するガス発生器と、一対の外部接続部を有するととも
にそれら外部接続部間を連通する形状で延設されてなる導通経路とを備えてなり、前記導
通経路は、前記ケースの側壁内において前記可動部材の移動方向に沿う形状で延設される
とともに前記一対の外部接続部に各別に接続される一対の基部と、それら基部間を繋ぐ形
状に形成されるとともに前記可動室内において前記可動部材の移動方向前側を遮る形状に
延設される被切断部とを有してなる導通遮断装置において、前記被切断部はその延設方向
における中間部分に段差形状をなすように折曲げられた形状の段差部が形成されてなり、
前記ケースは前記段差部と係合する形状の係合部が設けられてなり、前記段差部と同段差
部に係合する前記係合部とが二箇所に形成されてなり、前記カッター部は、前記被切断部
における二つの前記段差部によって挟まれた部分を切断する位置に配設されてなり、前記
二つの段差部はそれぞれ、前記被切断部における前記挟まれた部分がそれ以外の部分より
前記移動方向後ろ側の位置になる形状に形成されてなることをその要旨とする。
【００１０】
　上記構成によれば、導通経路の被切断部における段差部とケースに設けられた係合部と
が係合しているために、ガス発生器からのガス発生に伴って導通経路の被切断部が可動部
材のカッター部によって押し切られる際に、被切断部における段差部よりも上記カッター
部によって押圧される部分（押圧部分）から遠い側の部分が同押圧部分に近づく方向に伸
長して移動することを規制することができる。そのため、カッター部による押圧に際して
被切断部が伸長するとはいえ、同被切断部の一部のみが伸長する構造とすることができ、
上記段差部や係合部が形成されないために被切断部の全体が伸長するようになる装置と比
較して、被切断部の伸長分を短くすることができる。したがって、カッター部が設けられ
る可動部材の移動量を比較的小さく抑えて導通遮断装置の大型化を抑えつつ、被切断部の
切断端部間の距離を十分に確保して同装置による導通の遮断を好適に行うことができるよ
うになる。
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【００１２】
　また、カッター部による被切断部の押圧に際して、被切断部における二つの段差部に挟
まれた部分のみが伸長する構造とすることができる。これにより、被切断部において伸長
してしまう部分の長さを短くして同被切断部の伸長分をより短くすることができるため、
導通遮断装置の大型化を好適に抑えることができる。
【００１４】
　さらに、可動部材がカッター部ともども移動して被切断部を切断した後に同カッター部
が二つの段差部の間に収まる構造にすることができる。そのため、被切断部を切断した後
のカッター部の大部分が二つの段差部に挟まれたスペースを越えた位置まで移動するもの
と比較して、カッター部を移動させるためのスペース（すなわち可動室）の移動方向にお
ける長さを短くすることが可能になり、導通遮断装置の小型化を図ることができる。
【００１５】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の導通遮断装置において、前記カッター部は
、その先端部分と基端部分との間の外面に、前記被切断部の延設方向に沿う方向に突出す
る凸部が設けられてなることをその要旨とする。
【００１６】
　上記構成によれば、ガス発生器からのガス発生に伴って導通経路の被切断部がカッター
部によって押し切られた後に、切断後の被切断部をカッター部に設けられた凸部によって
押圧することにより、切断された端部がカッター部から離間するように被切断部を曲げる
ことができる。そのため、カッター部に凸部が形成されないものと比較して、被切断部の
切断端部間の距離を大きくすることができる。これにより、被切断部の切断端部間の距離
を十分に確保することができるため、導通遮断装置による導通の遮断をより好適に行うこ
とができるようになる。
【００１９】
　請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の導通遮断装置において、前記カッター部は
、合成樹脂により、先端に向かうほど薄くなる板形状に形成されるとともに前記凸部が一
体に形成されてなり、前記凸部は前記基端部分から前記先端部分の手前まで直線状に延び
る形状で形成されてなることをその要旨とする。
【００２０】
　上記構成によれば、カッター部の外面に凸部が形成されるとはいえ、同凸部の形状を、
合成樹脂を用いた金型成形によってカッター部を形成する際に成形後のカッター部の金型
からの取り出しを容易に行うことができる形状にすることができる。そのため、単純な構
造の金型を用いてカッター部を容易に形成することができる。
【００２１】
　請求項４に記載の発明は、請求項１～３のいずれか一項に記載の導通遮断装置において
、当該装置は、車両走行用のモータと同モータに電力を供給する蓄電池との間に設けられ
て、前記蓄電池から走行用モータへの電力供給を遮断するべく作動するものであることを
その要旨とする。
【００２２】
　走行用モータと蓄電池とが搭載された車両に、その異常時における安全を確保するため
に、導通遮断装置を設けて蓄電池から走行用モータへの電力供給を遮断するようにしたも
のがある。そうした装置では、蓄電池から走行用モータへの電力供給の遮断を確実に行う
必要があるために、導通経路の切断端部間の距離が問題になりやすい。また近年、車両の
高機能化による搭載機器の増加によって車両における空きスペースが小さくなっているた
めに、車両に設けられる導通遮断装置はその大型化による搭載性の悪化を招きやすいと云
える。上記構成によれば、そうした車両に搭載される導通遮断装置の大型化を抑えつつ、
同装置による導通の遮断を好適に行うことができるようになる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明の導通遮断装置によれば、大型化を抑えつつ導通の遮断を好適に行うことができ
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るようになる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明を具体化した一実施形態にかかる導通遮断装置が適用される電気回路の概
略構成を示す略図。
【図２】同導通遮断装置の内部構造を示す断面図。
【図３】導通経路の斜視構造を示す斜視図。
【図４】導通経路を図３における矢印Ｃ方向から見た平面構造を示す平面図。
【図５】可動部材の斜視構造を示す斜視図。
【図６】（ａ）可動部材の平面図（ｂ）可動部材の側面図。
【図７】作動後における導通遮断装置の内部構造を示す断面図。
【図８】作動後の導通遮断装置におけるカッター部周辺の内部構造を拡大して示す断面図
。
【図９】（ａ）および（ｂ）変形例の可動部材の側面構造を示す側面図。
【図１０】変形例の導通遮断装置の内部構造を示す断面図。
【図１１】他の変形例の導通遮断装置の内部構造を示す断面図。
【図１２】従来の導通遮断装置の内部構造を示す断面図。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本発明を具体化した一実施形態にかかる導通遮断装置について説明する。
　図１に示すように、本実施形態の導通遮断装置２０は電気回路１１に適用される。電気
回路１１は蓄電池１２と電気機器１３とを備えている。この電気回路１１では、蓄電池１
２からの電力供給によって電気機器１３が作動する。電気機器１３は、蓄電池１２から入
力される電力を昇圧したうえで出力するコンバータ１４と、同コンバータ１４から入力さ
れる直流電力をモータ駆動に適した交流電力に変換して出力するインバータ１５と、イン
バータ１５から出力される交流電力によって駆動されるモータ１６とにより構成されてい
る。
【００２６】
　なお上記電気回路１１は車両１０に搭載されている。この車両１０が衝突などによって
ダメージを受けた場合には電気機器１３が適正に作動しなくなったり上記電気回路１１か
らの漏電を招いたりするおそれがある。そのため車両１０には、その衝突に際して蓄電池
１２と電気機器１３との間の導通を遮断する導通遮断装置２０が設けられている。この導
通遮断装置２０は、電気回路１１における蓄電池１２（詳しくは、その正極）と電気機器
１３との間に設けられている。車両１０には、その衝突の有無を検出するための衝突セン
サ１７と、マイクロコンピュータを中心に構成される電子制御ユニット１８とが取り付け
られている。電子制御ユニット１８には衝突センサ１７の出力信号が取り込まれている。
そして電子制御ユニット１８は、衝突センサ１７の出力信号をもとに車両１０の衝突を検
知すると、導通遮断装置２０を作動させる。これにより蓄電池１２から電気機器１３への
電力供給が遮断されるようになる。
【００２７】
　以下、導通遮断装置２０の具体構造について説明する。
　図２に示すように、導通遮断装置２０のケース２１の内部には可動室２２が区画形成さ
れている。この可動室２２の内部には、可動部材２３が直線方向（図中に白抜きの矢印で
示す方向）に移動可能な状態で配設されている。可動部材２３の移動方向後ろ側の部分（
本体部２４）は有蓋円筒形状に形成されている。この本体部２４の外周面には移動方向に
延びる突部２４Ａが二つ形成されている。また本体部２４の移動方向前側にはカッター部
２５が突設されている。このカッター部２５は、上記可動部材２３の移動方向と交差する
方向（図２における奥行き方向）において断面略台形形状で延びる板形状に形成されてい
る。可動室２２は詳しくは、上記本体部２４に対応する形状である略円柱形状で延びるス
ペース（主室２２Ａ）と、同主室２２Ａにおける上記移動方向前側に形成されて導通遮断
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装置２０の作動後にカッター部２５が収まるスペース（副室２２Ｂ）とを備えている。な
お、可動室２２において可動部材２３の本体部２４が移動する部分（具体的には、主室２
２Ａ）の内周面と同本体部２４の外周面とはともに、同可動部材２３の移動方向前側に向
かうほど先細のテーパ形状に形成されている。また主室２２Ａの内面には、上記可動部材
２３の移動方向において延びる形状の凹部であり、且つ内部を上記本体部２４の突部２４
Ａが移動可能な形状の凹部２２Ｃが形成されている。
【００２８】
　可動室２２の内部における上記可動部材２３の移動方向後ろ側には火薬式のガス発生器
２６が配設されている。このガス発生器２６は電子制御ユニット１８に接続されている。
ガス発生器２６には、導通遮断装置２０の作動に際して、電子制御ユニット１８から作動
信号（詳しくは、ガス発生器２６に燃焼ガスを発生させるための信号）が入力される。ガ
ス発生器２６は、電子制御ユニット１８からの信号入力に伴って内蔵の火薬を着火燃焼さ
せて燃焼ガスを発生させる。
【００２９】
　導通遮断装置２０には電気機器間を導通させるための導通経路２７が設けられている。
この導通経路２７は電気伝導率の高い材料（具体的には、銅）によって薄板形状に形成さ
れている。導通経路２７は両端が外部に露出した状態でケース２１に取り付けられている
。導通遮断装置２０では、それら導通経路２７の両端が電気機器（本実施形態では、蓄電
池１２およびコンバータ１４）に接続される外部接続部２８Ａ，２８Ｂとして機能する。
導通経路２７は一対の外部接続部２８Ａ，２８Ｂ間を連通する形状で延設されている。そ
れら外部接続部２８Ａ，２８Ｂにはそれぞれ貫通孔２９が形成されている。
【００３０】
　導通遮断装置２０では、上記貫通孔２９を利用してねじ等によって、外部接続部２８Ａ
，２８Ｂのうちの一方が電気回路１１（図１）における蓄電池１２に導通する端子に接続
されるとともに、他方が電気回路１１における電気機器１３（詳しくは、コンバータ１２
）に導通する端子に接続される。このようにして導通経路２７の各外部接続部２８Ａ，２
８Ｂが電気回路１１の端子にそれぞれ接続されることにより、それら電気回路１１の各端
子間が導通経路２７を通じて導通されるようになる。
【００３１】
　上記導通経路２７（図２）は、各外部接続部２８Ａ，２８Ｂの他、一対の基部３０Ａ，
３０Ｂとそれら基部３０Ａ，３０Ｂ間を繋ぐ被切断部３１とを備えている。各基部３０Ａ
，３０Ｂは、ケース２１の側壁内において上記可動部材２３の移動方向に沿って延びる形
状（詳しくは、移動方向と並行に延びる形状）に形成されるとともに外部接続部２８Ａ，
２８Ｂのいずれかに結合されている。また被切断部３１は、可動室２２の内部において可
動部材２３の移動方向前側を遮る形状で延設されている。
【００３２】
　図３に導通経路２７の斜視構造を示す。
　図２および図３に示すように、導通経路２７の被切断部３１は、その延設方向（図２に
おける左右方向）における中間部分に段差形状をなすように折曲げられた形状の段差部３
２Ａ，３２Ｂが形成されている。それら段差部３２Ａ，３２Ｂの曲げ角度（具体的には、
被切断部３１の折り曲げ部分の前後がなす角度）は９０°に設定されている。被切断部３
１の二つの段差部３２Ａ，３２Ｂは、それら段差部３２Ａ，３２Ｂによって挟まれた部分
がそれ以外の部分より可動部材２３（図２）の移動方向後ろ側の位置になる形状に形成さ
れている。またケース２１には、段差部３２Ａに係合する係合部３３Ａと上記段差部３２
Ｂに係合する係合部３３Ｂとがそれぞれ形成されている。本実施形態では、それら係合部
３３Ａ，３３Ｂとして、段差部３２Ａ（あるいは段差部３２Ｂ）に沿って延びる形状の溝
であり且つ段差部３２Ａ（あるいは段差部３２Ｂ）の全体が埋没する形状の溝が形成され
ている。また本実施の形態では、可動室２２の副室２２Ｂが、二つの段差部３２Ａ，３２
Ｂや二つの係合部３３Ａ，３３Ｂに挟まれた位置に形成されている。
【００３３】
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　図４に、図３の矢印Ｃ方向から見た導通経路２７の平面構造を示す。
　図２～図４のいずれかに示すように、可動部材２３の移動に際して導通経路２７の被切
断部３１における上記カッター部２５先端の一方のエッジＥＤ１が衝突する位置において
、その幅方向における両端には、三角形状に切り欠かれた形状の切り欠き部３４がそれぞ
れ形成されている。こうした切り欠き部３４を形成することにより、カッター部２５の先
端のエッジＥＤ１が被切断部３１に衝突した際に切り欠き部３４の先端の角部に応力が集
中するようになるため、各切り欠き部３４の角部を起点にしてそれら角部を繋ぐように被
切断部３１が破断するようになる。したがって、被切断部３１を所望の位置で容易に破断
させることができるようになる。
【００３４】
　また、被切断部３１における上記切り欠き部３４が形成された部分よりも上記可動部材
２３の移動に際して上記カッター部２５の先端のエッジＥＤ２が衝突する位置側の部分に
は、その幅方向における両端に、ほぼ半円形状に切り欠かれた形状の切り欠き部３５がそ
れぞれ形成されている。これら切り欠き部３５は角部がないため、上記切り欠き部３４と
は異なり、カッター部２５の先端が被切断部３１に衝突した際に応力集中が生じ難い。た
だし、こうした切り欠き部３５を形成することにより、その強度が他の部分と比較して低
くなるために、カッター部２５の先端が被切断部３１に衝突した際に切り欠き部３５の形
成部分において被切断部３１が曲がり易い構造になっている。
【００３５】
　図５および図６に可動部材２３を示す。なお図６において（ａ）は図５の矢印Ｄ方向か
ら見た可動部材２３の平面構造を示し、（ｂ）は図５の矢印Ｅ方向から見た可動部材２３
の側面構造を示している。
【００３６】
　図５および図６に示すように、可動部材２３は略円柱形状の本体部２４と同本体部２４
から突設されたカッター部２５とを備えている。このカッター部２５は、前述したように
断面略台形形状で延びる板形状に形成されている。詳しくは、カッター部２５は先端に向
かうほど薄くなる板形状に形成されている。このカッター部２５の外面には被切断部３１
（図２参照）の延設方向（図６（ａ）における左右方向）に沿う方向に突出する凸部３６
が形成されている。この凸部３６としては、カッター部２５の基端部分（本体部２４側の
端部）から先端部分の手前まで同カッター部２５の移動方向に沿って直線状に延びる形状
のものが間隔をおいて二つ形成されている。これら本体部２４、カッター部２５および二
つの凸部３６により構成される可動部材２３は、合成樹脂により、一体に形成されている
。
【００３７】
　本実施形態では、可動部材２３のカッター部２５の外面に凸部３６が形成されるとはい
え、同凸部３６の形状が、合成樹脂を用いた金型成形によってカッター部２５を形成する
際に成形後のカッター部２５の金型からの取り出しを容易に行うことができる形状になっ
ている。そのため、単純な構造の金型を用いて可動部材２３を容易に形成することができ
る。
【００３８】
　以下、本実施形態の導通遮断装置２０を採用することによる作用についてその作動態様
とともに説明する。
　先ず、導通遮断装置２０が作動していない状態（図２に示す状態）で電子制御ユニット
１８からガス発生器２６に作動信号が入力されると、同ガス発生器２６が作動して燃焼ガ
スを発生するようになる。そして、この発生したガスにより押圧されることによって可動
部材２３が導通経路２７の被切断部３１に向けて移動するようになる。このとき可動部材
２３はその本体部２４に形成された突部２４Ａがケース２１の主室２２Ａに形成された凹
部２２Ｃ内を移動することによって案内される。本実施形態では、導通遮断装置２０の駆
動源として火薬式のガス発生器２６が用いられる。火薬式のガス発生器２６を用いて駆動
されるものは一般に、駆動源として他の方式（電磁式など）のものが用いられる装置と比
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較して迅速な駆動が可能であり、安価であり、且つ動作信頼性が高い。本実施の形態では
、そうした火薬式のものを駆動源として用いて導通遮断装置２０が駆動される。
【００３９】
　その後、可動部材２３のカッター部２５の先端が被切断部３１に衝突すると、カッター
部２５による押圧力によって被切断部３１の各切り欠き部３４の角部に応力集中が生じて
、それら切り欠き部３４の角部を繋ぐように被切断部３１が破断されるようになる。また
、このときカッター部２５による押圧力により、被切断部３１の切り欠き部３５が形成さ
れた部分の近傍において被切断部３１が湾曲するようになる。
【００４０】
　その結果、導通経路２７が切断されて外部接続部２８Ａ，２８Ｂ間の導通が遮断された
状態（図７に示す状態）になって、蓄電池１２（図１参照）とコンバータ１４との間の導
通が遮断されるようになる。なお図７は、作動後における導通遮断装置２０の内部構造を
示している。
【００４１】
　前述のように導通遮断装置２０では、その可動室２２の内周面と可動部材２３の本体部
２４の外周面とが共に、同可動部材２３の移動方向前側に向かうほど先細のテーパ形状に
形成されている。そのため導通遮断装置２０では、ガス発生器２６からのガス発生に伴っ
て可動部材２３が移動すると、同可動部材２３の本体部２４が可動室２２の移動方向前側
の部分に嵌り込むようになる。
【００４２】
　このとき、可動部材２３の本体部２４の移動方向が同本体部２４の外周面と可動室２２
の内周面との接触によって矯正されるようになるため、可動部材２３（詳しくは、カッタ
ー部２５）が適正な位置に案内されつつ移動するようになる。これにより、カッター部２
５による被切断部３１の切断を予め見込んだ態様で適正に行うことができるようになる。
【００４３】
　また導通遮断装置２０の作動後、すなわち可動部材２３の本体部２４が可動室２２の移
動方向前側の部分に嵌り込んだ後においては、同可動部材２３が作動後の位置（図７に示
す位置）に固定されるようになる。ここでカッター部２５によって被切断部３１を押し切
った後に、同カッター部２５が作動前の位置に戻ってしまうと、弾性変形している被切断
部３１が元の形状に戻ろうとするため、同被切断部３１の切断端部が互いに不要に近づく
おそれがある。本実施形態では、カッター部２５によって被切断部３１が押し切られた後
において切断端部の間にカッター部２５が挟まれた状態を保持することができ、カッター
部２５が作動前の位置に戻ることに伴って被切断部３１の切断端部が互いに近づくことを
防止することができる。
【００４４】
　ここで上記導通遮断装置２０では、被切断部３１の破断前にカッター部２５によって同
被切断部３１が押圧されるときに、被切断部３１が伸長することが避けられない。そのた
め、被切断部３１の破断後における破断端部間の距離を確保して導通遮断装置２０による
導通遮断を確実に行うためには、そうした被切断部３１の伸長分を考慮した上で、作動時
におけるカッター部２５の移動量を十分に大きく設定することが望ましい。ただし、単に
カッター部２５の移動量を大きくすると、その分だけ導通遮断装置２０の大型化を招いて
しまうために、これが設置スペースの増加や製造コストの上昇などを招く一因になってし
まう。
【００４５】
　しかも上記導通遮断装置２０は、車両１０の異常時における安全を確保するべく蓄電池
１２から走行用のモータ１６への電力供給を遮断するものであるために、その遮断を確実
に行う必要があり、導通経路２７の切断端部間の距離が問題になりやすい。また近年、車
両１０の高機能化による搭載機器の増加によって車両１０における空きスペースが小さく
なっているために、導通遮断装置２０はその大型化による搭載性の悪化を招き易いと云え
る。
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【００４６】
　この点をふまえて上記導通遮断装置２０は、その導通経路２７の被切断部３１の延設方
向における中間部分に二つの段差部３２Ａ，３２Ｂが形成されるとともに、それら段差部
３２Ａ，３２Ｂがケース２１に形成された二つの係合部３３Ａ，３３Ｂと各別に係合する
構造になっている。そのため、被切断部３１がカッター部２５によって押し切られる際に
、被切断部３１における各段差部３２Ａ，３２Ｂよりも上記カッター部２５によって押圧
される部分（押圧部分）から遠い側の部分が同押圧部分に近づく方向に伸長して移動する
ことが規制される。詳しくは、被切断部３１において各段差部３２Ａ，３２Ｂによって挟
まれた部分のみが伸長するようになって、それ以外の部分が伸長することが規制されるよ
うになる。そのため、カッター部２５による押圧に際して被切断部３１が伸長するとはい
え、同被切断部３１の一部のみが伸長する構造とすることができ、上記段差部３２Ａ，３
２Ｂや係合部３３Ａ，３３Ｂが形成されないために被切断部３１の全体が伸長するように
なる装置と比較して、被切断部３１の伸長分を短くすることができる。したがって、カッ
ター部２５が設けられる可動部材２３の移動量を比較的小さく抑えて導通遮断装置２０の
大型化を抑えつつ、被切断部３１の切断端部間の距離を十分に確保して同装置２０による
導通の遮断を好適に行うことができるようになる。
【００４７】
　なお仮に段差部３２Ａ，３２Ｂにおいて被切断部３１の折り曲げ部分がなす角度を鈍角
に設定すると、その設定角度が大きいものほど、被切断部３１がその延設方向に引っ張ら
れたときに同被切断部３１の段差部３２Ａ，３２Ｂがケース２１の係合部３３Ａ，３３Ｂ
に対して滑って相対移動し易い構造になる。そのため被切断部３１の伸長分が大きくなる
可能性が高くなる。本実施形態では、各段差部３２Ａ，３２Ｂの曲げ角度が９０°に設定
されているため、カッター部２５による被切断部３１の押圧に際して同被切断部３１の段
差部３２Ａ，３２Ｂがケース２１の係合部３３Ａ，３３Ｂに対して滑ることによって押圧
部分側に相対移動することを抑えることができ、被切断部３１の伸長分を好適に小さくす
ることができる。
【００４８】
　また上記導通遮断装置２０では、二つの段差部３２Ａ，３２Ｂがそれぞれ、被切断部３
１において各段差部３２Ａ，３２Ｂに挟まれた部分がそれ以外の部分より可動部材２３の
移動方向後ろ側の位置になる形状に形成されている。そのため、可動部材２３がカッター
部２５ともども移動して被切断部３１を切断した後に同カッター部２５が二つの段差部３
２Ａ，３２Ｂの間（詳しくは、可動室２２の副室２２Ｂ内）に収まる構造になる。したが
って、被切断部３１を破断させた後のカッター部２５の大部分が二つの段差部３２Ａ，３
２Ｂの間を越えた位置まで移動するものと比較して、カッター部２５を移動させるための
スペース（すなわち可動室２２）の移動方向における長さを短くすることが可能になり、
導通遮断装置２０の小型化を図ることができる。
【００４９】
　図８に、作動後の導通遮断装置２０におけるカッター部２５周辺の内部構造を拡大して
示す。
　図８に示すように、上記導通遮断装置２０では、被切断部３１が破断した後において、
その破断した端部を押しのけるようにしてカッター部２５がさらに移動するようになる。
上記導通遮断装置２０では、カッター部２５の先端部分と基端部分との間の外面に、被切
断部３１の延設方向に沿う方向に突出する形状の凸部３６が形成されている。そのため、
被切断部３１がカッター部２５によって押し切られた後に、被切断部３１の切断端部がカ
ッター部２５に設けられた凸部３６によって押圧されるようになる。
【００５０】
　これにより、カッター部２５に凸部３６が形成されないものにおける被切断部３１の接
続端部（図８中に一点鎖線で示す）の変形量と比較して、本実施形態の導通遮断装置２０
における被切断部３１（図８中に一点鎖線で示す）の切断端部の変形量を大きくすること
ができる。そのため、切断された被切断部３１の端部同士が互いに離間するように同被切
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断部３１を曲げることができる。したがって、被切断部３１の切断端部間の距離を大きく
して同距離を十分に確保することができるため、導通遮断装置２０による導通の遮断をよ
り好適に行うことができるようになる。
【００５１】
　ちなみに金型成型によって樹脂成形品を形成する場合、成型後の冷却過程における収縮
によって樹脂成形品の寸法精度が低下するおそれがある。そうした寸法精度の低下を抑え
るためには、樹脂材料の量を少なくして、収縮の度合いを小さくすることが望ましい。ま
た上記導通遮断装置２０では、可動部材２３が可動室２２の内周面によって案内されつつ
同可動室２２内を移動するとともに、同可動部材２３のカッター部２５によって導通経路
２７の被切断部３１における所定位置が切断される。そのため、可動部材２３の適正な移
動やカッター部２５による被切断部３１の適正な位置での切断を実現するためには、可動
部材２３を高い精度で形成することが重要なポイントになる。
【００５２】
　この点、上記導通遮断装置２０では、カッター部２５の外面に凸部３６が形成されてい
るために、凸部３６によって破断後の破断端部を押し広げて端部間の距離を大きくする機
能を発揮させることができ、さらにはカッター部２５を薄く形成することもできる。した
がって、成型後の冷却過程における可動部材２３の収縮度合いを小さく抑えることができ
、可動部材２３の寸法精度の向上を図ることができる。
【００５３】
　以上説明したように、本実施の形態によれば、以下に記載する効果が得られるようにな
る。
　（１）導通経路２７の被切断部３１の延設方向における中間部分に段差形状をなす段差
部３２Ａ，３２Ｂを形成するとともに、ケース２１に段差部３２Ａ，３２Ｂと係合する形
状の係合部３３Ａ，３３Ｂを形成した。そのため、カッター部２５による押圧に際して被
切断部３１が伸長するとはいえ、同被切断部３１の一部のみが伸長する構造とすることが
でき、上記段差部３２Ａ，３２Ｂや係合部３３Ａ，３３Ｂが形成されないために被切断部
３１の全体が伸長するようになる装置と比較して、被切断部３１の伸長分を短くすること
ができる。したがって、カッター部２５が設けられる可動部材２３の移動量を比較的小さ
く抑えて導通遮断装置２０の大型化を抑えつつ、被切断部３１の切断端部間の距離を十分
に確保して同装置２０による導通の遮断を好適に行うことができるようになる。
【００５４】
　（２）段差部３２Ａ，３２Ｂと係合部３３Ａ，３３Ｂとを二箇所に形成するとともに、
被切断部３１における二つの段差部３２Ａ，３２Ｂによって挟まれた部分を切断する位置
に可動部材２３のカッター部２５を配設した。そのため、カッター部２５による被切断部
３１の押圧に際して、被切断部３１における二つの段差部３２Ａ，３２Ｂによって挟まれ
た部分のみが伸長する構造とすることができる。したがって、被切断部３１において伸長
してしまう部分の長さを短くして同被切断部３１の伸長分をより短くすることができ、導
通遮断装置２０の大型化を好適に抑えることができる。
【００５５】
　（３）二つの段差部３２Ａ，３２Ｂをそれぞれ、被切断部３１において各段差部３２Ａ
，３２Ｂに挟まれた部分がそれ以外の部分より可動部材２３の移動方向後ろ側の位置にな
る形状に形成した。そのため、被切断部３１を破断させた後のカッター部２５の大部分が
二つの段差部３２Ａ，３２Ｂの間を越えた位置まで移動するものと比較して、カッター部
２５を移動させるためのスペースの移動方向における長さを短くすることが可能になり、
導通遮断装置２０の小型化を図ることができる。
【００５６】
　（４）カッター部２５の先端部分と基端部分との間の外面に、被切断部３１の延設方向
に沿う方向に突出する形状の凸部３６を形成した。そのため、被切断部３１がカッター部
２５によって押し切られた後に、被切断部３１の切断端部がカッター部２５に設けられた
凸部３６によって押圧されるようになる。これにより、被切断部３１の切断端部間の距離
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を大きくして同距離を十分に確保することができるため、導通遮断装置２０による導通の
遮断をより好適に行うことができるようになる。
【００５７】
　（５）カッター部２５を合成樹脂により先端に向かうほど薄くなる板形状に形成すると
ともに、同カッター部２５に凸部３６を一体形成した。凸部３６を可動部材２３の移動方
向に沿って直線状に延びる形状で形成した。そのため、可動部材２３のカッター部２５の
外面に凸部３６が形成されるとはいえ、同凸部３６の形状を、合成樹脂を用いた金型成形
によってカッター部２５を形成する際に成形後のカッター部２５の金型からの取り出しを
容易に行うことができる形状とすることができる。したがって、単純な構造の金型を用い
て可動部材２３を容易に形成することができる。
【００５８】
　なお、上記実施の形態は、以下のように変更して実施してもよい。
　・可動室２２の内周面および可動部材２３の本体部２４の外周面の一方あるいは双方を
、例えば可動部材２３の移動方向において同一の太さで延びる形状で形成するなど、可動
部材２３の移動方向前側に向かうほど先細のテーパ形状以外の形状に形成してもよい。
【００５９】
　・導通経路２７の被切断部３１に形成された段差部３２Ａ，３２Ｂの曲げ角度を９０°
に設定することに限らず、９０°より小さい角度に設定するようにしてもよい。こうした
構成によっても、カッター部２５による被切断部３１の押圧に際して同被切断部３１の段
差部３２Ａ，３２Ｂがケース２１の係合部３３Ａ，３３Ｂに対して滑ることによって押圧
部分側に相対移動することを抑えることができる。なお、そうした段差部３２Ａ，３２Ｂ
の押圧部分側への相対移動を適正に抑えることができるのであれば、段差部３２Ａ，３２
Ｂの曲げ角度を９０°より大きい角度に設定することも可能である。
【００６０】
　・係合部３３Ａ，３３Ｂとして、必ずしも段差部３２Ａ，３２Ｂの全体が埋没する形状
の溝を形成する必要はなく、段差部３２Ａ，３２Ｂの一部が埋没する形状の溝を形成する
ことも可能である。
【００６１】
　・係合部３３Ａ，３３Ｂとしてケース２１に溝を形成することに代えて、ケース２１に
段差部３２Ａ，３２Ｂに係合する形状の突部を形成して同突部を係合部としてもよい。
　・段差部３２Ａ，３２Ｂに係合する係合部としては、ケース２１に一体に形成されたも
のを採用することの他、ケース２１内に取り付けられる別部材に形成されたものを採用す
ることができる。
【００６２】
　・導通経路２７の被切断部３１に切り欠き部３４，３５を形成することに代えて、貫通
孔を形成するようにしてもよい。この貫通孔の形状として角部を有する形状を採用するこ
とにより、カッター部２５による被切断部３１の押圧に際して応力集中する部分を形成す
ることができ、同部分を起点にして容易に被切断部３１を破断させることができる。また
貫通孔の形状として角部の無い形状を採用することにより、同貫通孔の形成部分において
被切断部３１が容易に折り曲がる構造にすることができる。
【００６３】
　・切り欠き部３４や切り欠き部３５を省略してもよい。
　・カッター部２５に二つの凸部３６を形成することに限らず、凸部３６を一つのみ形成
したり、三つ以上の凸部３６を形成したりしてもよい。
【００６４】
　・カッター部２５の一つの側面のみに凸部３６を形成することに限らず、複数の側面に
凸部を形成してもよい。
　・カッター部２５の基端部分から先端部分の手前まで延びる形状の凸部３６を形成する
ことに代えて、図９（ａ）および（ｂ）に一例を示すように、カッター部２５の基端部分
および先端部分の双方から離間した状態で突出する形状の凸部４０を形成するようにして
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もよい。なお図９（ｂ）は図９（ａ）の矢印Ｆ方向から見た可動部材の側面構造を示して
いる。
【００６５】
　・凸部３６が設けられない可動部材を採用することができる。
　・図１０に示すように、導通経路２７の被切断部３１に断面略コの字形状に折り曲げら
れた部分を形成して同部分を段差部５０Ａ，５０Ｂとしてもよい。その他、断面略Ｖ字形
状に折り曲げられた部分を形成して段差部としたり、断面略Ｕ字形状に折り曲げられた部
分を形成して段差部としたりすることもできる。こうした構成においては、段差部（図１
０に示す例では５０Ａ，５０Ｂ）の形状に対応する形状の係合部（同５１Ａ，５１Ｂ）を
ケース２１に設けるようにすればよい。
【００６６】
　・図１１に示すように、二つの段差部６０Ａ，６０Ｂをそれぞれ、被切断部３１におけ
る各段差部６０Ａ，６０Ｂに挟まれた部分がそれ以外の部分より可動部材２３から離間す
る側の位置になる形状に形成してもよい。こうした構成においては、段差部６０Ａ，６０
Ｂの形状に対応する形状の係合部６１Ａ，６１Ｂをケース２１に設けるようにすればよい
。
【００６７】
　・段差部と同段差部に係合する係合部とを被切断部の一箇所のみに形成するようにして
もよい。
　・カッター部２５を含む可動部材２３を形成する材料としては、樹脂材料に限らず、被
切断部３１を切断可能な程度に強度の高い材料であって且つ適度な絶縁性を有する材料で
あれば、任意の材料を採用することができる。また、可動部材２３を形成する手法として
は、金型成形を用いて形成する手法に限らず、切削加工により形成する手法など、任意の
手法を採用することができる。
【００６８】
　・以下の「構成イ」および「構成ロ」のうちの一方のみを採用してもよい。
「構成イ」導通経路の被切断部の延設方向における中間部分に段差部を形成するとともに
ケースに同段差部と係合する係合部を設ける。
「構成ロ」可動部材のカッター部の先端部分と基端部分との間の外面に、被切断部の延設
方向に沿う方向に突出する凸部を形成する。
【００６９】
　・本発明にかかる導通遮断装置は、車両走行用モータと蓄電池との間に設けられるもの
に限らず、電気機器間に設けられてそれら電気機器間における導通を遮断する装置であれ
ば適用することができる。そうした装置としては、例えば燃料電池車両において燃料電池
と車両走行用モータとの間に設けられる導通遮断装置や、据置式のシステムの電源と電気
機器との間に設けられる導通遮断装置、据置式のシステムの電気機器間に設けられる導通
遮断装置などを挙げることができる。
【符号の説明】
【００７０】
　１０…車両、１１…電気回路、１２…蓄電池、１３…電気機器、１４…コンバータ、１
５…インバータ、１６…モータ、１７…衝突センサ、１８…電子制御ユニット、２０…導
通遮断装置、２１…ケース、２２…可動室、２２Ａ…主室、２２Ｂ…副室、２３…可動部
材、２４…本体部、２５…カッター部、２６…ガス発生器、２７…導通経路、２８Ａ，２
８Ｂ…外部接続部、２９…貫通孔、３０Ａ，３０Ｂ…基部、３１…被切断部、３２Ａ，３
２Ｂ…段差部、３３Ａ，３３Ｂ…係合部、３４…切り欠き部、３５…切り欠き部、３６…
凸部、４０…凸部、５０Ａ，５０Ｂ…段差部、５１Ａ，５１Ｂ…係合部、６０Ａ，６０Ｂ
…段差部、６１Ａ，６１Ｂ…係合部。



(13) JP 5545231 B2 2014.7.9

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】



(14) JP 5545231 B2 2014.7.9

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】



(15) JP 5545231 B2 2014.7.9

10

フロントページの続き

(72)発明者  岡田　靖
            愛知県清須市春日長畑１番地　豊田合成　株式会社　内

    審査官  出野　智之

(56)参考文献  特開２００５－０１９４１１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－２４１５２４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０７－０５９２０２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｈ　　３９／００　　　　
              Ｂ６０Ｒ　　１６／０２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

